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廃棄物の処理及び清掃に関する法律の一部を改正する法律等 

の施行について（通知） 

 

 

廃棄物の処理及び清掃に関する法律の一部を改正する法律（平成22年法律第34号。以下 

「改正法」という。）は平成22年５月17日に公布されたところであり、また、これに伴い 

廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令の一部を改正する政令（平成22年政令第248号。 

以下「改正令」という。）が平成22年12月22日に、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施 

行規則等の一部を改正する省令（平成23年環境省令第１号。以下「改正規則」という。） 

が平成23年１月28日にそれぞれ公布され、本年４月１日から施行されることとなっている。 

ついては、下記の事項に留意の上、その運用に当たり遺漏なきを期するとともに、貴管 

下市町村等に対しては、貴職より周知願いたい。 

なお、本通知は、地方自治法（昭和22年法律第67号）第245条の４第１項の規定に基づ 

く技術的な助言であることを申し添える。 

 

記 

 

第一 ～ 第十六（略） 

 

第十七 建設工事に伴い生ずる廃棄物の処理責任を明確化するための措置 

 

１ 建設工事に伴い生ずる廃棄物の処理の責任 

土木建築に関する工事（建築物その他の工作物の全部又は一部を解体する工事を含 

む。以下「建設工事」という。）が数次の請負によって行われる場合には、当該建設 



工事に伴い生ずる廃棄物について実際に排出した事業者を特定することは困難な場合 

もあり、その処理責任の所在が曖昧になりやすいという構造にある。 

このため、都道府県知事が行政処分を行う相手方が不明確となり、このような廃棄 

物の適正処理を確保するための措置を適切に執行することができないという問題が生 

じており、これが、今なお多く発生している建設工事に伴い生ずる廃棄物の不法投棄 

や不適正処理の一つの要因となっている。 

そこで、廃棄物処理に係る適正かつ効率的な行政運営により建設工事に伴い生ずる 

廃棄物の適正処理を確保し、ひいては生活環境の保全に資するため、建設工事に伴い 

生ずる廃棄物については、元請業者が、事業者として当該工事から生ずる廃棄物全体 

について処理責任を負うこととし、当該廃棄物の処理についての法の規定のうち、排 

出事業者に係る規定の適用については、元請業者を事業者とすることとした（法第21 

条の３第１項）。 

これにより、元請業者は、発注者から請け負った建設工事（下請負人に行わせる 

ものを含む。）に伴い生ずる廃棄物の処理について事業者として自ら適正に処理を行 

い、又は委託基準に則って適正に処理を委託しなければならないこととなる。 

また、下請負人は廃棄物処理業の許可及び元請業者からの処理委託がなければ廃 

棄物の運搬又は処分を行うことはできないこととなる。 

 

２  下請負人が行う保管に関する基準 

法第21条の３第１項の規定により建設工事に伴い生ずる廃棄物については元請業者 

が事業者とされることから、下請負人が建設工事現場内において産業廃棄物を保管す 

る場合、事業者でない下請負人が行う保管行為については産業廃棄物保管基準が適用 

されないこととなってしまう。 

しかし、自らが請け負わせた建設工事現場内での行為について監督し得る立場にあ 

る元請業者のみならず、産業廃棄物の保管の実行行為者たる下請負人に対しても、産 

業廃棄物保管基準を適用することが、建設工事現場内での適正な産業廃棄物の保管の 

確保のために必要である。 

このため、下請負人が行う建設工事現場内での産業廃棄物の保管については、下請 

負人に産業廃棄物保管基準を適用し、その遵守を義務付けることとした（法第21条の 

３第２項）。 

これにより、建設工事現場内において産業廃棄物を保管する行為については、元請 

業者及び下請負人の双方に産業廃棄物保管基準が適用されることとなる。 

 

３  下請負人が行う廃棄物の運搬に係る例外 

法第21条の３第１項の規定により建設工事に伴い生ずる廃棄物については元請業者 

が事業者とされることから、廃棄物を排出した事業者ではない下請負人は廃棄物処理 

業の許可がなければ廃棄物の運搬を行うことはできないこととなる。しかし、廃棄物 

処理業の許可がない限り下請負人が一切廃棄物の運搬ができないこととすると、建設 

工事に伴い生ずる廃棄物が建設工事現場に放置されるなど、適正処理の観点からかえ 



って望ましくない事態を招くおそれがある。 

そこで、生活環境の保全に支障が生じない範囲内であり、かつ、法の遵守について 

担保可能な範囲内であるものとして環境省令で定める廃棄物については、建設工事に 

係る書面による請負契約で定めるところにより下請負人が自らその運搬を行う場合に 

は、当該下請負人を事業者とみなし、廃棄物処理業の許可がなくとも当該廃棄物の運 

搬を行うことを可能とした上で、産業廃棄物処理基準等を適用することとした（法第 

21条の３第３項）。 

 

４ 下請負人が行う廃棄物の処理の委託 

法第21条の３第１項の規定により建設工事に伴い生ずる廃棄物については元請業者 

が事業者とされることから、元請業者が廃棄物について自ら適正に処理を行い、又は 

委託基準に則って廃棄物処理業者に適正に処理を委託しなければならない。 

しかし、元請業者が建設工事に伴い生ずる廃棄物を放置したまま破産等により消失 

した場合など、やむなく下請負人が自ら当該廃棄物の処理を委託するというような例 

外的な事例があった場合、下請負人は事業者でも廃棄物処理業者でもないことから、 

法に基づく規定が適用されず、下請負人により廃棄物が不適正に委託され、結果的に 

当該廃棄物の不適正処理につながるおそれがある。 

そこで、そのような事態を防止するため、下請負人が建設工事に伴い生ずる廃棄物 

の運搬又は処分を他人に委託する場合には、当該下請負人を事業者とみなし、廃棄物 

の処理の委託に関する規定を適用することとした（法第21条の３第４項）。 

なお、この規定は、前述のような例外的な事例においても法の規定に基づく適正な 

処理が確保されるよう措置することとするものであり、下請負人が廃棄物の処理を委 

託することを推奨する趣旨ではない。 

また、例えば、元請業者から下請負人に対し、当該下請負人が建設工事に伴い生ず 

る廃棄物の処理を行うべき旨の口頭による指示又は示唆があり、当該指示又は示唆に 

従い当該下請負人が当該廃棄物の処理を他人に委託した場合には、当該元請業者から 

当該下請負人への指示又は示唆が行われた時点では、事業者たる当該元請業者に委託 

基準等が適用されているにもかかわらず、当該元請業者は書面による委託契約を行っ 

ていないことから、当該元請業者は委託基準に違反していると解して差し支えない。 

このように、下請負人が廃棄物の運搬又は処分を他人に委託した場合においても、元 

請業者による何らかの委託がある場合には、当該委託の時点において元請業者に委託 

基準が適用される点に留意されたい。 

 

５  元請業者に対する措置命令 

元請業者が、排出事業者責任に基づき自ら又は他人に委託してその産業廃棄物を適 

正に処理しなければならないにもかかわらずこれを行なわず、下請負人が、当該産業 

廃棄物の処理を自ら又は他人に委託して行った結果、生活環境保全上の支障等が生じ 

た場合には、元請業者が本来行うべき行為を行わなかったという事実によって、元請 

業者に過失があるものと考えられる。 



このため、建設工事に伴い生ずる産業廃棄物について、下請負人により不適正処理 

が行われた場合であって、元請業者が適正にその処分を委託していなかったときは、 

都道府県知事は、不適正処理を行った下請負人に加え、当該元請業者に対しても、そ 

の支障の除去等の措置を講ずべきことを命ずることができることとした（法第19条の 

５第１項第４号）。 

 

第十八 ～ 第二十一 （略） 

 


